
裏面の受講要件を満たし、

事前の動画学習および対面での研修受講後、

第三者評価事業の評価調査者として

活動いただける方

※研修受講後は、県内評価機関から委嘱を受け、
福祉サービス第三者評価事業の評価者として活躍いただきます。

（介護分野・障がい福祉分野）

講

師



（１）組織運営管理業務を３年以上経験している者又はこれと同等の能力を有していると認められる者

（２）福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で当該業務を３年以上験している者
又はこれと同等の能力を有していると認められるもの

具体的には、

ア 社会福祉法人の役員、社会福祉施設長、社会福祉協議会事務局長であって、組織運営管理業務を
３年以上経験している者

イ 公益法人、特定非営利活動法人の役員、事務局長であって、組織運営管理業務を３年以上経験している者
ウ 民間企業の経営者または民間企業の組織内で部署を統括する監督・管理の地位にある者であって、
組織運営管理業務を３年以上経験している者

エ 前ア、イ、ウのいずれの経験年数も３年未満であるが、ア、イ、ウを合算すると３年以上の経験を満たす者

具体的には、

ア 医師、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、介護支援専門員等の資格を
有し、当該業務を３年以上経験している者

イ 福祉、医療、保健分野の大学、短期大学、専門学校で常勤教員、非常勤講師、助手として３年以上教育、
研究に専念している者

ウ 行政、社会福祉法人、社会福祉協議会、公益法人、特定非営利活動法人又は民間企業の常勤職員で、
福祉分野において５年以上の業務経験を有し、かつ業務を通じて福祉サービスの現場に精通している者

評価基準について

動画視聴により事前学習して

いただきます。

※視聴期間（予定）

2025年12月中旬～2026年1月中旬

実際の評価プロセスや評価基準

の詳際を、講義・演習を通して

学んでいただきます。

※2026年1月15日（木）16日（金）

研修受講後、県内評価機関に

ご紹介をいたします。

県内評価機関の委嘱等を経て

実際に活動いただきます。

※不明な点がございましたらお問い合わせください。
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